
広報 奥出雲 6広報 奥出雲7

男
女
共
同
参
画
川
柳

お
だ
て
あ
げ

　

 

腰
あ
げ
さ
せ
る

　
　
　
　
　

妻
の
技

い
く
つ
に
な
っ
て
も
誉
め
ら
れ
る
と
嬉
し
い

も
の
で
す
。時
に
は
そ
の
気
に
さ
せ
る
技
も

必
要
か
な

俺
す
る
人

　

 

あ
ん
た
休
む
人

　
　
　
　

夫
の
口
ぐ
せ

皮
肉
を
言
い
な
が
ら
、目
が
笑
っ
て
い
る
夫

に
感
謝
の
気
持
ち
を
持
ち
た
い

奥
出
雲
町
男
女
共
同
参
画
サ
ポ
ー
タ
ー

奥出雲町情報公開等の
運用状況について　最近、テレビのニュース等でも取り上げられておりますが、注文をしていない種子等が海

外から郵送されてくる事例が確認されております。海外から郵送された種子等については、
病害虫が我が国に侵入することを防止するため、植物防疫所において輸入検査を行ってお
り、合格となったものは、外装に植物検査合格証印が押されております。海外から郵送され
た種子等で植物検査合格証印がついていないものを受け取った場合は、栽培することなく、
下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
　　　　　　　【お問い合わせ】
　　　　　　　　　神戸植物防疫所　広島支所　　　　電話：082-251-5881
　　　　　　　　　神戸植物防疫所　業務部種苗担当　電話：078-331-2376

海外から注文していない種子等が郵送された場合の対応について 

10月は   　    臓器移植普及推進月間　　　　　　　  骨髄バンク推進月間
10月10日は　目の愛護デー
10月は   　    臓器移植普及推進月間　　　　　　　  骨髄バンク推進月間
10月10日は　目の愛護デー

移植医療は、医療者と患者さんだけではなく、
第三者の方からの善意によるご提供から成り立っています。

『提供したい』　『提供したくない』　どちらも一人ひとりの
平等で大切な意思です。大切な意思を表示し、ご家族でお話しましょう。

【お問い合わせ】
　しまねまごころバンク（出雲市塩冶町223-7） 電話：0853-22-2556

マスコットキャラクター
まごころば

　毎年９月20日から９月26日は動物愛護週間と定められています。
　この動物愛護週間を機に、動物の飼い方や付き合い方を見直してみませんか。
【犬の飼い主さんへ】
　●犬の登録と狂犬病予防注射の実施は飼い主の義務です。
　●犬の放し飼いは禁止されています。 
【猫の飼い主さんへ】
　●猫は屋内で飼いましょう。
　●不妊去勢手術をしましょう。
【皆さんへ】 
　●動物の遺棄・虐待は犯罪です。野良猫が家の軒下等で子猫を産んでしまった場合でも、別の
　　場所に移動させることは遺棄にあたることがありますので、注意が必要です。その場合は、
　　決して餌を与えず、親猫が子猫を連れて出て行くのを待つようにしましょう。 
　●野良猫への無責任な餌やりは、やめましょう。どうしても野良猫に餌をやりたい場合は、不
　　妊去勢手術の実施、餌の食べ残しの片づけ、糞尿の始末等をきちんと行った上で、近隣住民
　　に迷惑をかけないように責任を持って行いましょう。 
【お問い合わせ】
　雲南保健所衛生指導課　　電話：0854-42-9645

9月20日から9月26日までは

動物愛護週間です動物愛護週間です 　町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生向上を
図るため合併処理浄化槽の設置を推進しています。市町村設置型浄化槽整備事業は国の補助金を
受け、町が合併処理浄化槽の設置工事を施行し、維持管理を行います。 
　現在、令和３年度以降の設置を希望する方を対象に申請受付を行っています。ただし、浄化槽
設置完了後、１年以内に排水の接続（宅内工事も含む）をされる方とします。（年間設置数に限
りがあるため。） 
　なお、合併処理浄化槽設置には下記の分担金を、下水道使用開始にあたっては月々の使用料
を、それぞれ徴収させて頂きますのでご了承ください。 
　設置希望の方は令和２年11月20日までに役場水道課まで申請してください。 

　令和元年度中に実施した情報公開等を公表します。
＜公文書公開＞

公開請求は５件でした。
＜個人情報の開示等＞
開示請求は０件でした。
【お問い合わせ】

総務課　総務情報グループ
有線：31-5224　電話：54-2505

令和３年度市町村設置型
合併処理浄化槽設置申請の受付について 

【お問い合わせ】
　水道課　下水道グループ　有線：20-4286　電話：52-2676

合併処理浄化槽設置（本体部） 

合併処理浄化槽受益者分担金
 　　一般住宅、集会所等 

（使用者負担金）
　　　　　　　 

共同住宅、事業所等
 

浄化槽への汚水の流入管（宅内配管） 

処理水の放流管 

合併処理浄化槽の維持管理・法定検査 

合併処理浄化槽使用料 

申請者 町金　　額内　　容
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135,000円 

設置工事費の
10%以内 

１　対象区域　　公共下水道区域、農業集落排水区域を除く町内全域 
２　対 象 者　　令和３年度設置希望の方 
　　　　　　　　※ただし、設置完了後１年以内に接続される方 
３　分 担 金　　 一般住宅、集会所等　　135,000円 
　　　　　　　　 共同住宅、事業所等　　設置工事費の10％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※設置工事完了後、徴収させて頂きます。
４　申込期限　　令和２年11月20日 
　　　　　　　　（申請に必要な書類は、仁多・横田両庁舎でお渡しします） 
５　合併処理浄化槽の管理区分 
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